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■ 高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設
内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価す
る新たな加算を設ける。
ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体制を構築してい

ること。
イ 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決め

るとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。

ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修
に参加し、助言や指導を受けること

■ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指
導を受けることを評価する新たな加算を設ける。

高齢者施設等における感染症対応力の向上 告示改正

感染症や災害への対応力向上

医療機関等

• 感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指
定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対
応を行う体制を確保すること

• 協力医療機関等との間で、感染症の発生時等の対
応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、
協力医療機関等と連携し適切に対応していること

高齢者施設等

• 診療報酬における感染対策向上加算若しくは外来
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又
は地域の医師会

院内感染対策に関する
研修又は訓練に年１回参加

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）
10単位/月（新設）

医療機関等高齢者施設等
• 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を
行った医療機関

３年に１回以上
実地指導を受ける

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）
５単位/月（新設）

第二種協定指定医療機関等
との連携

• 第二種協定指定医療機関（新興感染症）
• 協力医療機関等（その他の感染症）

特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
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■ 感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本
報酬を減算する。＜経過措置１年間（※）＞

【単位数】
業務継続計画未策定減算 施設・居住系サービス 所定単位数の100分の３に相当する単位数を減算（新設）

その他のサービス 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算（新設）

（※）令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合
には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

【算定要件】
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

■ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が
講じられていない場合に、基本報酬を減算する。

高齢者虐待防止の推進 告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

高齢者虐待防止の推進

感染症や災害への対応力向上

【単位数】
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算（新設）

【算定要件】
虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を
定めること）が講じられていない場合
※福祉用具貸与については、３年間の経過措置期間を設ける。
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